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１ 令和５年度特定健康診査及び特定保健指導の法定報告値について 

（１）特定健康診査受診率 

受診率は 45.3％で、令和４年度から 0.7 ポイント減少し、県内 35 市町中第８位とな

った。主な要因は 70 代の受診率の低下であり、その背景には、特定健診を受診していた

団塊の世代が後期高齢者になり受診者数が減少したことや年齢が上がるにつれ定期通

院者の割合が増えている傾向があり、健診ではなく定期通院で体調管理をしている方が

増えていることがあげられる。 

  

特定健診受診率の推移        令和５年度の年齢階級別の特定健診受診状況 

  

 

（２）特定保健指導実施率 

実施率は 86.1％と県平均 36.3％を大きく上回り、面談勧奨や実施方法を工夫したこと

で県内 35 市町中令和４年度に引き続き第１位となった。令和４年度と比較して 0.8 ポイ

ント減少しているが、連絡が取れない方や保健指導を望まない方など初回面談に繋がら

なかったことが多かったと考えられる。 

          

特定保健指導実施率の推移         ＜参考＞県内における順位の推移 

  

 

 

  

袋井市（順位） 県平均 （磐田市） （掛川市） （御殿場市） 

45.3％ 

（8 位/35 市町） 
37.9％ 40.9％ 42.5％ 51.4％ 

袋井市（順位） 県平均 （磐田市） （掛川市） （御殿場市） 

86.1％ 

（1 位/35 市町） 
36.3％ 72.0％ 76.9％ 31.4％ 

国設定目標 60.0％ 

年度 特定健診 保健指導 

令和元年度 第１位 第５位 

令和２年度 第６位 第２位 

令和３年度 第 13 位 第２位 

令和４年度 第５位 第１位 

令和５年度 第８位 第１位 

 

（％） 

（％） 

 



 

- 2 - 

２ 保険者努力支援制度の評価指標について 
保険者努力支援制度は、市が行う次の表の項目の適正化に向けた取組等に対し、県か

ら市へ保険者努力支援制度交付金として交付されるものである。 

下記項目の取組状況を点数化し、その配点により交付金が支給され、各市町の保健事

業等の充実を促すものである。 

 

【令和６年度申請状況（令和７年度交付分）】           

① 保険者共通の指標                                   斜体は複数市町順位 

項目 満点 本市 県内順位 県平均 

１ 特定健診・特定保健指導・メタボ 125点 85点 １位 29点 

２ がん・歯周病疾病健診 75点 20点 25位 31点 

３ 発症予防・重症化予防 70点 55点 14位 52点 

４ 個人インセンティブ・情報提供 111点 86点 ９位 76点 

５ 重複・多剤服薬 105点 65点 ５位 54点 

６ 後発医薬品の促進・使用割合 140点 120点 ３位 96点 

       計 626点 431点 ４位 338点 

 

② 国保固有の指標 

項目 満点 本市 県内順位 県平均 

１ 保険料（税）収納率 100点 50点 ９位 31点 

２ データヘルス計画の実施状況 15点 15点 全市町満点 15点 

３ 医療費通知・子ども医療適正化 60点 10点 富士市以外

10点 

11点 

４ 地域包括ケア推進、一体的の取組 40点 40点 １位 34点 

５ 第三者求償の取組状況 41点 36点 ２位 31点 

６ 適正かつ健全な事業運営の実施状況 106点 86点 16位 84点 

       計 362点 237点 ４位 206点 

① + ② 

       合計 988点 668点 ３位 544点 

 

【参考】保険者努力支援制度の実績等（令和７年度は暫定値） 

 

 令和７年度は、上記令和６年度申請状況①及び②の取組への努力成果として、

被保険者一人あたり「2,236 円」の交付が予定されている。 
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３ マイナンバーカードと健康保険証の一体化について 

（１）マイナ保険証登録率及び利用率の状況 

 

 

 

 

 

 

 

（２）資格確認書の交付について 

資格確認書は、令和６年12月２日以降に国民健康保険に新たに加入した方で、マイ

ナンバーカードの保険証利用登録をしていない方などに交付している。被保険者資格

を確認するためのもので、医療機関等に提示することで受診ができる。 

これまでの保険証と同様、現在の資格確認書の有効期限が切れる前（令和７年７月

上旬）に、資格確認書を送付する。 

 

≪申請によらず交付する方≫ 

・マイナンバーカードを取得していない方 

・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方 

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者 

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方 

 

≪申請により交付する方≫ 

・マイナンバーカードを紛失・更新中の方 

・介助者等が高齢者又は障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を

補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方（要配慮者

等） 

 

 

 

 

 

 

 

（３）マイナ保険証の利用登録解除について 

加入中の医療保険の保険者へ申請することで、マイナ保険証の利用登録を解除する

ことができる。登録解除の申請から、マイナポータルへの反映までは１～２か月ほど

かかる。 

 

 

 

対象月 被保険者数
マイナ保険証

登録数
登録率

外来レセプト
件数

マイナ保険証
利用人数

利用率
全国平均
利用率

備考

R6.10 15,056 10,218 68% 23,391 7,920 34% 20%

R6.５ 15,442 9,555 62% 23,438 3,328 14% 8% 第１回報告数値

比較 ▲ 386 663 6% ▲ 47 4,592 20% 11%

解除の申請件数（令和７年１月末現在）   10 件 

 

※マイナンバーカードを保険証として登録済の方には、「資格情報のお知らせ」を

交付する。マイナ保険証を医療機関等で利用できないときに、マイナ保険証と一緒

に提示いただくことで受診（保険診療）が可能。また、マイナポータルの資格情報

画面でも代用できる。 
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４ 令和７年度国民健康保険制度改正について 

（１）国保税の賦課限度額引き上げについて 

被保険者間の国民健康保険税負担の公平の確保と中間所得者の負担軽減を図るた

め、賦課限度額を引き上げる地方税法施行令の改正が予定されている。 

 

医療給付費分の賦課限度額を「66万円」に、後期高齢者支援金分を「26万円」に引

き上げる。賦課限度額の合計は、「109万円」となる。 

（地方税法施行令改正：令和７年４月施行予定） 

 

 
■賦課限度額 

区 分 令和６年度（現行） 令和７年度（改正後） 増 減 

医療分 ６5万円 ６6万円 +１万円 

後期分 2４万円 ２６万円 +2万円 

介護分 １７万円 １７万円 変更なし 

合 計 10６万円 １０９万円 +3万円 

 

 

   ■賦課限度額改正後の影響額 

区 分 現 行 改正後 増 減 影響額 

医療分 １３６世帯 1３０世帯 ▲６世帯 １３３万円 

後期分 ９８世帯 ７8世帯 ▲2０世帯 １７４万円 

介護分 ４６世帯 ４６世帯 0世帯 0円 

合  計 - - - ３０７万円 
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（２） 国保税の軽減判定所得基準額の引き上げについて 

国民健康保険税（均等割額・平等割額）の軽減対象となる所得基準額を引き上げる。 

 

７割軽減は、改正なし 

５割軽減の場合、世帯人数に乗じる額を「30.5万円」（+１万円）に、 

２割軽減の場合、世帯人数に乗じる額を「56万円」（+1.5万円）に引上げ 

（地方税法施行令改正：令和７年４月施行予定） 

 

■軽減判定所得基準額 

令
和
㖶
年
度
ビ
現
行
ピ 

７割軽減 前年の総所得金額等が43万円＋10万円×(給与所得者等の数－1)以下 

５割軽減 
前年の総所得金額等が43万円＋｛29.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属

者数）｝＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 

２割軽減 
前年の総所得金額等が43万円＋｛54.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属

者数）｝＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 

 

 

令
和
㖷
年
度
ビ改
正
後
ピ 

７割軽減 前年の総所得金額等が43万円＋10万円×(給与所得者等の数－1)以下 

５割軽減 
前年の総所得金額等が43万円＋｛30.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）｝＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 

２割軽減 
前年の総所得金額等が43万円＋｛56万円×（被保険者数＋特定同一世帯所

属者数）｝＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯 

 

   ■軽減判定所得基準額改正後の影響額 

区 分 現 行 改正後 増 減 影響額 

医療分 5,０１１世帯 5,０７１世帯 ６０世帯 ▲１６８万円 

後期分 5,０１１世帯 5,０７１世帯 ６０世帯 ▲６３万円 

介護分 1,67０世帯 1,6９３世帯 ２３世帯 ▲１６万円 

合 計 - - - ▲２４７万円 

 

 
   【参考】一人世帯の場合の軽減額 

 

 

 

 

 

 

 

改正前 改正後 介護分あり 介護分なし

７割軽減 56,490円 44,730円

５割軽減
43万円を超え
72.5万円以下

43万円を超え
73.5万円以下

40,350円 31,950円

２割軽減
72.5万円を超え
97.5万円以下

73.5万円を超え
99万円以下

16,140円 12,780円

区　分
軽減判定所得額

43万円以下

軽減額
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（３）高額療養費の自己負担限度額の引き上げについて 

医療費が１か月の自己負担限度額を上回った場合に、超過額を払い戻す高額療養費

制度において、令和７年８月診療分から自己負担限度額が引き上げられる。 

（国民健康保険法施行令一部改正予定） 

また、令和８年度以降にも、所得区分の細分化及び自己負担限度額の更なる引き上

げが予定されている。 

 

  ■69歳までの人の自己負担限度額 

■70 歳～74 歳の人の自己負担限度額 

※ ８月～翌年７月を１年間の単位とした年間における外来の額 



 

- 7 - 

５ 令和７年度袋井市国民健康保険事業の概要について 

  

 

歳入 （単位：千円）

令和７年度 令和６年度 比較

1,582,819 1,615,267 ▲ 32,448

5,534,137 5,982,628 ▲ 448,491

3,199 2,318 881

686,423 566,423 120,000

　 一般会計繰入金 499,091 509,305 ▲ 10,214

基金繰入金 187,332 57,118 130,214

5,000 5,000 0

43,422 45,364 ▲ 1,942

7,855,000 8,217,000 ▲ 362,000

諸収入

歳入合計

繰越金

区　分

国保税

県支出金

財産収入

繰入金

 

歳出 （単位：千円）

令和７年度 令和６年度 比較

総務費 85,555 87,559 ▲ 2,004

保険給付費 5,416,354 5,842,195 ▲ 425,841

国保事業費納付金 2,162,143 2,091,679 70,464

保健事業費 105,927 114,927 ▲ 9,000

3,199 2,318 881

81,822 78,322 3,500

7,855,000 8,217,000 ▲ 362,000

区　分

基金積立金

諸支出金

歳出合計

令和７年度予算（案）の概要 

 

国保税

19%

県支出金

72%

繰入金

8%

その他

1%

収入の内訳 

支出の内訳 

 

総務費
1%

保険給付費
69%

国保事業費納付金
28%

保健事業費
1%

その他
1%

 

-48 

-88 

-30 

-52 

-26 

20 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

H30 R1 R2 R3 R4 R5
（百万円）

■単年度収支の推移 

平成30年度の国保制度改革以降 

単年度収支は赤字が続いていたが 

令和５年度は黒字となった。 

 

単年度収支とは 

年度ごとの収支から、基金繰入金、 

繰越金、基金積立金を除き、 

当該年度の収入でその年度の支出を

賄えたかを把握する指標 
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（１）令和７年度の袋井市納付金額（速報値） 

各市町は、県へ納付金を支払うことで、保険給付に必要な費用の交付を受けて、医療

機関等へ保険給付費を支払うしくみとなっている。 

国から提示された係数により県が算定した「令和７年度納付金額」が示された。 

今回提示された額は速報値で、２月中旬に納付金が確定する。 

県内保険料水準の統一に向けた「納付金ベースの統一」を目標として、令和７年度納

付金の算定から、医療費水準を反映しない納付金の算定方法へ段階的に移行する。 

 

被保険者数の減少により、県全体の納付金総額が昨年度と比較して減少したが、被保

険者一人当たりの納付金額は増額となった。高齢化等による一人当たり医療費の伸び

率が県全体の伸び率よりも大きかったため、医療分納付金が大幅に増額となった。 

 

  ■納付金算定結果 

区 分 令和７年度 令和６年度 比 較 増減率 

市 納 付 金 総 額 2１億６,２１４万円 20億9,103万円 ７，１１１万円 3.4% 

内 
 

訳 

医療分 14億4,911万円 13億5,984万円 8,927万円 6.6% 

後期高齢者支援金分 ５億4,541万円 ５億5,930万円 ▲1,389万円 ▲2.5% 

介護納付金分 １億6,763万円 １億7,189万円 ▲426万円 ▲2.5% 

市一人当たり納付金額 １４８，９１８円 144，718円 ４，２００円 2.9% 

県 納 付 金 総 額 930億７,７７０万円 933億3,157万円 ▲２億３，８００万円 ▲0.3% 

県一人当たり納付金額 １４７，７７３円 １４５，４４５円 ２，３２８円 1.6% 

 

（２）令和７年度標準保険料率（速報値） 

標準保険料率は、市町が県へ納付金を支払うために必要な国保税額の標準的な水準

で、県内保険料水準の統一に向けた将来目標の参考とする率（額）となる。 

今回示されたものは速報値で、２月中旬に確定する。 

 

 

袋井市　B

所得割 6.75%

標準保険料率　A 比較（B−A）

均等割 27,300円

平等割 19,200円

7.27%

31,179円

20,400円

▲0.52％

▲ 3,879円

▲ 1,200円

26,400円

平等割 7,200円

所得割 2.06%

均等割 10,200円

2.76%

11,668円

7,635円

▲0.70％

▲ 1,468円

▲ 435円

所得割 1.66%

均等割 16,800円

2.35%

17,052円

▲0.69％

▲ 252円

所得割 10.47%

均等割 54,300円

12.38%

59,899円

28,035円

▲1.91％

▲ 5,599円

▲ 1,635円

合　計

医療分
（全員）

後期分
（全員）

介護分
（40～64歳の方）

区　　分

平等割

 

■標準保険料率と現行税率の比較（試算）

標準保険料率（仮係数）　調定額 18億4,800万円

現行税率　調定額 16億4,100万円

標準保険料率に対する不足額 ▲2億　 700万円

現時点の試算では 

現行保険料率は、標準保険料率と比較して 

調定額ベースで約２0％乖離している。 
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（３）令和７年度の国保税率について 

令和６年度の収支見込について推計したところ、国保税収入、国県交付金及び前年

度からの繰越金等により収入を確保できる見込である。 

また、令和７年度については、県から示された納付金の額を反映し、収支見込を行っ

たところ、令和６年度の税率と同率とした場合、納付金の支出にあたり、約6,000万円

の不足が見込まれる。 

しかしながら、令和４年度から本年度まで３年連続で税率の引き上げを行ったこと

や継続的な物価上昇が続いており、被保険者の負担が増加していることから、令和７年

度は事業基金を活用して不足分を確保し、税率は、令和６年度と同率・同額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（４）今後の方針と取組 

現在の国保税率は、県が算定する標準保険料率と比較すると、未だ乖離が生じてい

ることから、国の方針に基づき、県運営方針で目標とする将来的な保険料水準の「完

全統一」を見据え、標準保険料率に近づけていく必要がある。 

 

今後の国保税率の検討にあたっては、令和４年度から３年間の税率改正による収支

状況や令和７年度からの納付金算定方法の変更に伴う影響について、令和７年度及び

令和８年度に検証を行い、併せて、税率改正の必要性等は、令和８年度中に本運営協

議会の御意見を伺いながら、定めていきたい。 

また、被保険者の税負担の急激な変動を避けるため、国保事業基金の活用について

も検討していく。 

 

 

 ■収支見込 



第３次「袋井市総合計画」策定に係る意見交換について

●総合計画とは、市と市民が目指すべきまちの将来像を共有し、その実現に向けて計画的に行政運営を行っ
ていくための基本的な考え方や目標を定めた市の最上位の計画です。

●本市では、平成27年度に「活力と創造で 未来を先取る 日本一健康文化都市」をまちの将来像に掲げ、平
成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間とする「第2次袋井市総合計画」を策定しました。

●令和7年度をもって、現計画の期間満了を迎えることから「第3次袋井市総合計画」(計画期間：令和8年度
～令和17年度)を策定します。

●新たな総合計画の策定にあたっては、市民との対話を重視するとともに、審議会、協議会等の委員の皆様
からの幅広い意見を求めることとしています。

●本年度は、第３次総合計画「基本計画の分野別の素案」を作成するにあたり、国民健康保険運営協議会委
員の皆様に御意見を伺いたいと考えております。

＜参考資料＞
・取組別分析シート

・袋井市国民健康保険の医療費及び特定健康診査・特定保健指導の現状について

意見交換のテーマ「生活習慣病の発症予防と重症化予防」

内部環境（人口世帯など市の環境）と外部環境（国、県、他市町の動向、民間の技術など市を
取り巻く環境）に関する要素を「強み」「弱み」「好機」「脅威」に区分して分析したもの。

…

※委員のみなさまへのお願い
市の国保特定健康診査事業において、当市の健診受診率をさらに向上させる取組や医療費の抑制、健
診未受診者対策等の課題を改善または悪化させないための取組など今後10年先を見据えてのご意見を
いただければと存じます。

資料２

資料３

資料４



- １ - 第３次「袋井市総合計画」策定方針から抜粋



- ２ - 第３次「袋井市総合計画」策定方針から抜粋



- ３ - 第３次「袋井市総合計画」策定方針から抜粋



- ４ - 第３次「袋井市総合計画」策定方針から抜粋



- ５ - 第３次「袋井市総合計画」策定方針から抜粋



保険課

生活習慣病の発症予防と重症化予防 Strength（強み） Weakness（弱み）

市国保特定健康診査等事業

●　40代の特定健診受診率は24.6％(R5)に留
まっている。40代が受診しやすい環境整備（わかり
やすい健診の案内・予約⽅法の確⽴）を⾏い、40
代から健康に留意する機会の創出を⾏う。
●　聖隷袋井市⺠病院等と連携し、別の医療機
関では６〜10⽉である健診期間を、翌年１⽉及
び２⽉に追加で実施する。

　KDBシステム等により、保険課では医療費、保健
予防課では健診の現状把握に努め、両課の連携
体制を強化したうえで、健診の実施体制や受診勧
奨法等を、柔軟に組み直せるように事業を実施す
る。

●　通院中の⽅に対しても、治療中の病気以外の
リスクが発⾒できるメリットを積極的に周知し、特定
健診の受診につなげ、リスクが発⾒された⽅に対して
は特定保健指導等により、重症化予防を強化す
る。
●　通院中の⽅は医療機関に⾎液検査等の結果
データがあるため、医療機関から検査結果データの
提供を受け、特定保健指導につなげていく体制を
構築する。

　特定健診の現状分析や受診勧奨に際して、AI
技術やソーシャルマーケティング等の活用され始めて
いる。
　担当職員による現状分析のみならず、補助⾦等
を活用しながら、先端技術による分析等の導入を
研究していく。

③主な事業

第3次総合計画　前期基本計画素案　取組別分析シート

【
外
部
環
境
】

④
ク
ロ
ス
S
W
O
T
分
析
※
4

④クロスSWOT分析※4
【内部環境】

●　令和５年度特定健診受診率(法定報告値)
は45.3%であり、県平均37.9％を上回っている。
●　特定健診とがん検診を同時受診できる総合検
診を実施している。
● 特定保健指導の令和５年度実施率が86.1％
であり、令和４年度に引き続き県内第１位となって
いる。（R5県全体36.3%）また、特定保健指導
以外にも、重症化予防のため、積極的に保健指導
を実施している。

●　県国保連合会が提供するKDBシステム等の医
療費や健診結果の分析ツールが提供されているが、
地域の医療費や健診結果の分析が不⼗分であ
る。
●　健診未受診者には、健診を受診しない様々な
背景があるが、そうした個々の背景に即した受診勧
奨が不⼗分である。

●　医療費分析により、ここ数年間で40〜49歳の
医療費が目⽴って減少しており、40代の被保険者
は比較的健康な状態であるといえる。
●　特定保健指導の国の評価⽅法が、指導による
成果を重視するものに⾒直しが⾏われた。
●　国の糖尿病性腎症重症化予防プログラムが改
定され、保険者の被保険者への介入⽅法や役割等
がより具体的に提示された。

●　高齢化の進展により、後期高齢者も含め、高齢
者の⼈数が増加し続けており、医療費の増⼤によ
り、国保財政を圧迫する。
●　生活習慣病の医療費が全体の３割を占め、腎
不全・糖尿病・脳⾎管疾患の順で医療費が高くなっ
ている。
●　特定健診未受診者（被保険者の半数以上）
の約７割が、通院中を理由に、健診を受診していな
い。

①課名

②取組の基本⽅針
（意⾒交換テーマ）

Opportunity
(好機)

Threat
（脅威）

様式２資料３



袋井市国民健康保険の医療費及び特定健康診査・特定保健指導の現状について 
 

１ 医療費について 

（１）医療費の推移      

 
 

表１ 医療費の推移                             
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1,300

1,950

2,600

3,250

3,900

4,550

5,200
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R1 R2 R3 R4 R5

419 420 396 425 491

1,604 1,461 1,537 1,526 1,558

1,530
1,386

1,517 1,457 1,407

1,973
2,140

2,299 2,384 2,328

0～39歳 40～64歳 65～69歳 70～74歳

（百万円） 
市 

255,607

253,756

275,479

286,752

297,984

271,977

278,642

283,447

288,413

298,546

250,000

255,000

260,000

265,000

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000

300,000

R1 R2 R3 R4 R5

市 県

 本市及び県ともに、医療費は、令和２年度から新型コロナウイル

ス感染症拡大による受診控えにより減少し、令和３年度はその反動

により増加した。 

 令和４年度の医療費の推移は、県は減少に転じた一方で、本市は

引き続き増加した。これは、70～74 歳の１人あたり医療費が増加

したことが、主な要因である。 

令和５年度については、県は引き続き減少した一方で、本市はほ

ぼ横ばいであった。これは、①70～74 歳の医療費の減少率が、被

保険者数の減少率に比べ、緩やかであること、②64 歳以下の医療

費が、被保険者数が減少したにも関わらず、増加したことが、主な

要因である。 

（円） １人あたり医療費については、県平均より下回っているが、県と本市の差が令

和元年度に 16,370 円だったものが、令和５年度には 562 円にまで縮小している。 

また、年代別の状況では、令和元年度と令和５年度を比較すると、すべての年

代で増加している。 

 ただし、40 代のみの１人あたり医療費を抽出してみると、40 代のみが、令和元

年度に比べ、令和５年度が減少しており、被保険者の年代の中で、健康状態が比

較的良好であると考えられる。 

そのため、40 代において、若い世代からの特定健康診査（以下「特定健診」と

いう。）の受診を促進することにより、生活習慣病を重症化させない働きかけが重

要であるといえる。 

表２ １人あたり医療費の推移（県比較） 

0

29,500

59,000

88,500

118,000

147,500

177,000

206,500

236,000

265,500

R1 R2 R3 R4 R5

19,481 17,845 18,308 18,376 18,820

76,987 73,379 73,686 72,407 72,220

68,221
61,290 59,313 56,513 56,417

99,730

102,647 111,773
109,577 104,727

0～39歳 40～64歳 65～69歳 70～74歳

（百万円） 

5,526 
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県 

3.7％ 

増 

2.3％ 
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2.0％ 

減 
4.4％ 

減 
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減 
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減 
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減 
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増 
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増 
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増 

0.7％ 

増 
0.1％ 

減 

264,419 
255,161 
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252,184 

2.4％ 

減 
1.8％ 

減 

1.7％ 

減 
0.3％ 

減 

0.4％ 
増 

2.4％ 
増 

表１ 医療費の推移 

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

R1 R2 R3 R4 R5

3,941 3,677 3,418 3,375 3,291

5,191 5,034 4,751 4,550 4,393

3,854 3,711
3,584 3,292 3,086

4,375 4,759
4,918

4,728 4,537

0～39歳 40～64歳 65～69歳 70～74歳

17,361 17,181 16,671 15,945 
15,307 

（人） 

【参考】 市国保被保険者数の推移 

3.9％ 
減 

4.0％ 
減 

3.5％ 
減 

2.5％ 
減 

80,123
85,265 87,947

94,916

110,859

245,605

230,400

252,266

264,111

280,905

315,751
300,893

341,298 350,268

365,124

393,425 393,552
394,216

411,983 416,966

70,000

95,000

120,000

145,000

170,000

195,000

220,000

245,000

270,000

295,000

320,000

345,000

370,000

395,000

420,000

R1 R2 R3 R4 R5

0～39歳 40～64歳 65～69歳 70～74歳

表３ 年代別の１人あたり医療費の推移 

8.0％ 
減 

6.3％ 
減 

4.2％ 
減 

1.3％ 
減 

4.4％ 

減 

4.0％ 

減 

（円） 

215,450

193,927

178,768

196,710

163,808

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

R1 R2 R3 R4 R5

（円） 

【参考】40 代の１人あたり医療費の推移 

＋21,723 円 

283,946

259,390

307,826

305,525

378,668

250,000

290,000

330,000

370,000

410,000

R1 R2 R3 R4 R5

【参考】  

65～69 歳及び 40～
64 歳の年代の１人
あたり医療費の増
加が主な要因。 

悪性新生物の医療費の増加が主な要因。 

受診率及びレセプト１件あた
り医療費の増加が主な要因。 

悪性新生物の医療費の増加が主な要因。 
特に、60～64 歳の１人あたり医療費の
増加が目立つ。 
 

消化器系の指定難病の医療費の増加が主な要因。 （円） 

200,000

270,000

340,000

410,000

480,000

550,000

R1 R2 R3 R4 R5

335,062 331,182

411,981

502,403

448,594

（千円） 

【参考】70 代の悪性新生物の医療費の推移 
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963.5
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（件） 

34,275
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40,000
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【参考】65～69 歳の医療費の推移 

受診率※ レセプト１件あたり医療費 （円） 

※1,000 人あたりでのレセプト件数 

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

R1 R2 R3 R4 R5

158,452

114,985

203,210
192,450

237,291（千円） 

【参考】  

16,000

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

R1 R2 R3 R4 R5

20,833

30,137

33,589

26,145

35,160（千円） 

【参考】  
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（２）医療費の疾病別の傾向 
 

表４ 医療費疾病別割合の推移                 表５ 生活習慣病の医療費疾病別割合の推移      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表６ 生活習慣病の医療費の推移              表７ 腎不全の医療費の推移           表８ 糖尿病の医療費の推移          表９ 脳血管疾患の医療費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 金額の上段の割合は、医療費全体に占める割合。       ※ 表７～表９における金額の上段の割合は、表６の生活習慣病の医療費に占める各疾病の医療費の割合。 

 

２ 特定健診・特定保健指導について 

（１）特定健診受診率について 
 

表 10 特定健診受診率の推移          表 11 令和５年度の年齢階級別の特定健診受診状況 
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（千円） 

295,000

300,000

305,000
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320,000
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326,915

329,805
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 生活習慣病の医療費が医療費全体に占める割合は、やや減少

傾向ではあるが、依然として３割を占めており、最も高い。 

生活習慣病の医療費の中では、「腎不全」、「糖尿病」、「脳血管

疾患」が上位となっており、これらの疾病で、一貫して約５割

を占めている。このうち、腎不全は 21～22％、糖尿病は 17～

18％で推移しており、依然として生活習慣病の医療費全体に占

める割合の高い状態が続いている。 

また、脳血管疾患については、令和元年度に比べ、生活習慣

病の医療費全体に占める割合が増加しており、高血圧性疾患へ

の対策等を拡大させていく必要がある。 

なお、生活習慣病の医療費総額は、令和３年度以降、下降傾

向となっているが、「団塊の世代」と呼ばれる年代が、徐々に後

期高齢者医療制度に移行し始めたこと(令和６年度内に終了)が

理由であると考えられる。 

 特定健診受診率は、県平均よりは高い水準を維持している。受診率は、新型コロナウ

イルス感染症流行時期は低下したが、令和４年度には回復した。 

しかし、令和５年度は、令和４年度と比べ、やや下降した。これは、70 代の受診率の

低下が影響しているものと考えられる。 

 今後の受診率向上の対策として、令和５年度における特定健診未受診者のうち約７割

は、定期的に通院中の医療機関があることが確認できており、医療機関で治療中である

ことを理由に、特定健診を受診しなかった人が多く存在していることがわかっている。

これらの人たちはすでに医療機関に受診中であり、定期的に血液検査等を受けているこ

とから、医療機関から検査結果を受領し、特定健診を受診したと見なす「みなし健診」

の研究を進めていく必要がある。 

 また、40 代及び 50 代の受診率が、依然として 60 代及び 70 代とは大きな差があるこ

とがわかる。令和５年度の傾向として、40 代及び 50 代の多くが、給与所得者や自営業

者であることがわかっているため、健診を受診するにあたり、健診期間中や医療機関の

業務時間に受診できない時間的制約が考えられる。 

また、40 代及び 50 代の受診傾向から、個人医院での個別健診よりも、指定会場で実

施や人間ドックといった集団健診をより多く選択していることもわかっているため、比

較的若い世代の受診者を増加させる目的で、集団健診の形態に近い受診機会の拡充を検

討する必要がある。 
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【参考】 
R4 年度の年齢階級別の受診率 
 
70 代：53.3％、60 代：49.4％、 
50 代：31.5％、40 代：23.9％ 

国設定目標(第４期計画) 60.0％ 
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50.5% 赤字の割合は、腎不全・糖尿病・脳血管疾患の割合の合計を表す。 



（２）特定保健指導実施率について                                    （３）レセプト・健診結果等を合わせた分析 
 

表 12 特定保健指導実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）特定健診受診結果の状況について 
 

表 14 メタボリックシンドローム該当者及び予備群者の割合の推移（県比較）      表 15 糖尿病要医療者の割合の推移（県比較）  表 1６ LDL コレステロール 120mg/dℓの 

該当者の割合の推移（県比較） 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表 17 高血圧症有病者及び予備群者の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

【特定保健指導とは】 
特定保健指導は、特定健診の受診結果により、 

①腹囲又は BMI の基準に該当、 

②血糖・脂質・血圧のいずれかの基準に該当のうち、

①かつ②の状態がある人に対し、保健師等が面談等に

よる指導を実施し、生活習慣の改善のための支援を行

うことをいう。 

 

 

令和５年度における特定保健指導が終了した割合

は、面談勧奨や実施方法を工夫したことで、本市では

86.1％となり、県平均 36.3％を大幅に上回り、令和

４年度に引き続き県内１位の実績となった。 

【メタボリックシンドローム該当者及び予備群者】 
 メタボリックシンドローム該当者及び予備群者の割合はともに増加傾向であったが、令和５年度はやや低下した。ただし、依然とし

て、予備群者が県平均よりも高いため、今後も引き続き予備群者の段階から運動習慣や食習慣の啓発を図っていく必要がある。 
 
【糖尿病要医療者】 
 糖尿病要医療者の割合は、依然として県平均を上回っており、令和４年度及び５年度ともに増加傾向である。これは、国保新規加入

の段階で要医療者である人も一定数存在していることが要因の一つと考えられるため、重症化予防のために特定健診の受診を勧奨し、

保健指導していく必要がある。 
 
【LDL コレステロール 120mg/㎗の該当者】 
 脂質異常症の指標である LDL コレステロール 120 ㎎/㎗の該当者の割合は、減少傾向にはあるものの、依然として県平均を上回ってい

る。脂質異常症は、動脈硬化を発症する要因となることから、保健指導による正しい食習慣の啓発等を促していく必要がある。 
 
【高血圧症有病者及び予備群者】 
 高血圧症有病者及び予備群者の割合は、令和元年度と比較すると増加傾向である。特に、高血圧予備群者の割合は、県平均を上回っ
ていることから、継続的に特定健診の受診を促すとともに、家庭での血圧の測定方法等の啓発を図っていく必要がある。 
高血圧症は、脳血管疾患や心疾患等につながる危険性があるため、特に、未治療者に対し、医療機関の受診を促し、重症化を予防し

ていく必要があり、本市でも令和６年度から中等度以上の高血圧症有病者に対しての対策を本格的な実施を開始している。 
 

表 13 特定健診受診者と未受診者の主な生活習慣病のレセプト１件あたり医療費の推移の比較 
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脳出血 201,850 390,139 26,190 444,150 17,373 464,410 286,256 493,759 733,936 361,827

脳梗塞 34,442 115,348 53,140 151,627 57,623 164,046 61,275 141,150 42,995 146,889

心筋梗塞 70,379 206,020 277,608 232,199 51,718 241,039 240,647 329,745 123,930 347,855

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

※ 着色箇所は、特定健診未受診者の方が、受診者よりも１件あたり医療費が高い箇所を表す。 
  受診者の医療費が上回っている箇所は、受診者の中に重症化した人が少数現れたことが理由である。 

（単位：円） 

特定健診の受診・未受診の比較では、未受診者の医療費が高い傾向にある。 

このことから、特定健診の受診が生活習慣病の症状の重症化の進行を抑制しているといえ

る。また、症状の重症化後の医療機関への受診が、医療費の増加につながっている要因の一

つであることもわかる。 
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【注釈】 

◆ メタボリックシンドローム 

内臓に脂肪が蓄積するタイプの肥満に、

高血糖・高血圧・脂質異常という３つの

要素が重なった状態をいう。 

 

◆糖尿病要医療者 

過去１～２ヶ月の平均の血糖のコントロ

ールの状態がわかる血液中の血糖値を測

る「ヘモグロビンＡ１ｃ（HbA1c）」が

6.5％以上の人をいう。 

 

◆LDL コレステロール 

血液中の悪玉コレステロールのこと。肝

臓で作られたコレステロール全身へ運ぶ

役割を担っており、増えすぎると血管が

つまりやすくなる動脈硬化を引き起こ

す。119mg/dℓ までが正常値。 

 

◆高血圧有病者及び予備群者 

有病者は、血圧が収縮期血圧 140mmHg 以

上 かつ／又は、拡張期血圧 90mmHg 以上 

の状態の人。 

予備群者は、血圧が収縮期血圧 130～

139mmHg かつ／又は拡張期血圧が 85～

89mmHg の状態の人。 
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